
 

 

 

 

 

 

 

令和５年度 

原子力災害対策要員研修 

受講者募集案内 

【全国版】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年 6 月 

 

内閣府政策統括官（原子力防災担当） 
  



原子力防災研修事業の概要 

 

各研修の目的は以下の通りとなっています。 

中核人材研修 

[目 的] 原子力災害時に中核的役割を担う人（及びサポートする人）の育成、原子力

災害対応に必要な知識の習得 

[対象者] 原子力災害対策業務に従事する国、自治体等の中核を担う職員 

※セミナーのみ制限なし 

原子力災害現地対策本部図上演習 

[目 的] 要員研修を受講後、演習を通じて住民防護措置の計画・実施をより深く理解

し、原子力総合防災訓練に必要な知識を習得 

[対象者] 原子力災害対策業務に従事する国、自治体等の OFC 派遣職員、県・市町村等

の災害対策本部要員 

原子力災害対策要員研修 

[目 的] 基礎研修を受講後、住民防護措置に関する基礎知識や対応能力を習得し、住

民防護措置の計画・実施ができる基礎知識を習得 

[対象者] 原子力災害対策業務に従事する国、自治体等職員 

原子力防災基礎研修 

[目 的] 原子力災害時の住民防護措置を実施するために必要な放射線の基本的な知識

を習得 

[対象者] 原子力災害対策業務に従事する国、自治体等職員 

※自治体等職員は各自治体で開催（防災業務関係者（民間事業者）向けの研修も含む） 
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はじめに 

 内閣府では、毎年、原子力防災研修として、段階的な研修を実施しており、今年度は

「原子力防災基礎研修」、「原子力災害対策要員研修」、「原子力災害現地対策本部図上演

習」、「中核人材研修」及び「実務人材研修」を実施することとしております。 

 このうち原子力災害対策要員研修について、原子力防災業務に必要となる防災関連法令

や住民防護等の基本的な考え方などの習得を目的として実施いたします。 

 なお、本研修は、当府との契約に基づき、公益財団法人原子力安全研究協会が実施いた

します。 

 

1.原子力災害対策要員研修の概要 

(1)目的 

 原子力災害に対応する指定行政機関、指定地方行政機関、地方公共団体、指定公共機

関、指定地方公共機関及び原子力事業者等の職員を対象として、原子力防災関連法令や

原子力災害対策に必要な住民防護等の基本的な考え方を習得する。 

原子力災害時に原子力防災業務に対応するためには、関連法令や地域の防災計画に基づ

く住民防護措置の考え方等に関する最新の動向について把握、理解しておかなければな

りません。定期的に実施される原子力防災訓練と同様に、原子力防災に関する研修につ

いても、定期的に受講することが望まれます。過去に本研修に参加された方も、定期的な

参加をご検討ください。 

(2)重点項目 

①福島第一原子力発電所事故の教訓の理解 

②原子力防災の目的と活動内容の理解 

③関連する法体系、指針、地域防災計画の理解 

(3)対象者 

 原子力防災基礎研修を受講済みまたは本研修開催日までに受講予定の方、若しくは、

同等の知識及び経験を有する方のうち下記に該当する方。 

①国職員、道府県職員、市町村職員等 

②警察、消防、自衛隊、海上保安部署関係者（本部要員、実動要員） 

③消防団関係者 

④指定公共機関及び指定地方公共機関関係者（放送事業者、電気・ガス事業者、上下水

道事業者、運輸関係事業者、医療関係者等） 

⑤原子力事業者 

(4)定員 

各回 40 名 

  



(5)プログラム 

 令和５年度 原子力災害対策要員研修 プログラムをご参照ください。 

本研修の講義については、内閣府が実施する「原子力災害対応人材育成」事業において

e-ラーニングが実施されております。この e-ラーニングを修了した方は、本プログラムの

カリキュラム６、カリキュラム７のみの受講も可能となります。 

(6)開催日、会場 

 別紙「令和５年度 原子力災害対策要員研修 開催スケジュール」をご参照ください。 

2.受講申込要領 

(1)申込方法 

 別添１の受講申込書、別添２の事前アンケートに必要事項を記入の上、(4)の申込先

に電子メールで送付してください。 

※電子メールをご使用になれない場合は、FAX で送信してください。 

(2)申込締切日 

 別紙「令和５年度 原子力災害対策要員研修 開催スケジュール」をご参照ください。 

(3)受講決定の通知 

 期間内に申し込みされた方を、原則定員の範囲内で受け付けます。受講が決定された

方には、研修開始 1 週間前までにメール若しくは FAX でお知らせいたします。 

申込多数の場合、定員の範囲内で本研修未受講者を優先させていただく等、申込者の調

整をさせて頂く場合があります。あらかじめご了承願います。 

(4)申込先（問合せ先） 

公益財団法人 原子力安全研究協会 放射線災害医療研究所（担当：俵） 

電子メール：youin01@nsra.or.jp 

受付 FAX：03－6809－2270 

お問合せ電話：050－9001－2890（受付時間：9:30～17:30） 

 

3. 新型コロナウイルス感染症対策 

 新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、マスクの着用につい

ては、受講者の皆様の判断を尊重いたします。また、基本的な感染対策として、手洗い

等の手指衛生にご協力下さい。 

  



令和5年度 原子力災害対策要員研修プログラム 

時 間 分 カリキュラム 内 容 

9:30～ 9:40 10 開講、イントロダクション 事務連絡、開講挨拶、本研修の位置づけ、目的、

習得を目指す事項とカリキュラムについて説明 

9:40～10:15 35 
カリキュラム 1 

福島第一原子力発電所事故にお

ける防災上の問題点と改善点 

①福島第一原子力発電所事故の概要（事象の進展） 

②福島第一原子力発電所事故における防災上の問

題点と改善点 

10:15～10:20 5 休憩  

10:20～11:00 40 カリキュラム２ 

原子力防災関連法令の概要 

①原子力防災に係る法整備の経緯と主な法令及び

計画の全体像 

②災害対策基本法の概要 

③原子力災害対策特別措置法の概要 

④原子力防災に係る計画 

11:00～11:10 10 休憩  

11:10～11:50 40 
カリキュラム３ 

原子力災害対策指針 

(1)防護措置の枠組み 

①原子力災害対策指針とは 

②原子力災害とは 

③防護措置の枠組み 

11:50～12:50 60 休憩  

12:50～13:25 35 
カリキュラム３ 

原子力災害対策指針 

(2)防護措置の概要 

④防護措置の概要 

⑤その他の対策 

⑥まとめ 

13:25～13:55 30 
カリキュラム４ 

原子力災害対策マニュアルの概要 

（原子力事業所編） 

①原子力災害対策マニュアルの概要 

②各拠点及び機能班の役割 

③情報伝達の流れ 

④機能班の業務と参集要員（参考） 
13:55～14:05 10 休憩  

14:05～14:25 20 カリキュラム５ 

訓練記録動画の視聴 
令和4年度原子力総合防災訓練（美浜地区）につい

て、視聴を行う。 

14:25～14:55 30 カリキュラム６ 

開催道府県の地域防災計画 

①原子力施設の概要と重点区域 

②原子力災害時の情報伝達・対応 

③住民防護措置（広域避難計画を含む） 

④原子力防災に関する取り組み 

14:55～15:05 10 カリキュラム７ 

研修の復習（導入） 
①研修の復習の進め方の説明 

②確認シートの記入 

15:05～15:15 10 休憩  

15:15～16:40 85 
カリキュラム７ 

研修の復習（グループ討議） 

①復習は、グループを編成し事態推移に対応した

重要事項について確認する。（５問程度） 

②グループ内の各々の立場から事態の推移に応じ

た課題を抽出し、議論し住民防護について確認

する。 

16:40～17:00 20 理解度確認等、閉講 

理解度確認、理解度確認解答、 

アンケート、質疑応答 

閉講挨拶、連絡事項 

・カリキュラム 7「研修の復習（グループ討議）」は、原子力災害時の事態に応じた住民防護措置

について、研修の復習として討議していただきます。受講に際して、討議の充実を図るため、

原子力災害時におけるご自身の役割、または部署・所属組織の役割についてご確認下さい。 



 

 

令和5年度 原子力災害対策要員研修 開催スケジュール 

No. 自治体 開催日 会場 申込み締切日 

1 北海道 

8月1日（火）
ホテル第一会館 

（虻田郡倶知安町南３条西２丁目13番地） 
7月11日（火）8月2日（水）

8月4日（金）
かでる2・7（北海道立道民活動センター） 

（札幌市中央区北2条西7丁目） 

2 青森県 

9月19日（火）
青森県観光物産館アスパム 

（青森市安方1丁目1番40号） 
8月29日（火）

9月20日（水）
プラザホテルむつ 

（むつ市下北町2−46） 

3 宮城県 

8月31日（木）
フォレスト仙台 

（仙台市青葉区柏木1丁目2-45） 
8月10日（木）

9月1日（金）

9月15日（金）
宮城県女川オフサイトセンター 

（牡鹿郡女川町浦宿浜十二神60−46） 
8月25日（金）

4 福島県 

7月24日（月）
杉妻会館 

（福島市杉妻町3-45） 
7月3日（月）

7月25日（火）

5 茨城県 

10月31日（火） 
水戸市民会館 

（水戸市泉町1-7-1） 
10月10日（火） 

11月1日（水）

6 神奈川県 10月20日（金）
神奈川産業振興センター 

（横浜市中区尾上町5-80） 
9月29日（金）

7 静岡県 

9月29日（金）
御前崎市研修センター （予定） 

（御前崎市池新田5585番地） 
9月8日（金）

10月5日（木） 
静岡県総合研修所もくせい会館 

（静岡市葵区鷹匠3丁目6−1） 
9月14日（木）

8 新潟県 

7月19日（水）
柏崎市産業文化会館 

（柏崎市駅前2丁目2-45） 
6月28日（水）

7月20日（木）
朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター 

（新潟市中央区万代島6番1号） 

9 石川県 

7月13日（木）
のとふれあい文化センター 

（鳳珠郡穴水町内浦5-28-3） 
6月22日（木）

7月14日（金）
石川県地場産業振興センター 

（金沢市鞍月2丁目1番地） 

10 福井県 

7月27日（木）
福井県国際交流会館 

（福井市宝永3丁目1-1） 
7月6日（木）

7月28日（金）
福井県立若狭図書学習センター 

（小浜市南川町6-11） 



 

 

 

No. 自治体 開催日 会場 申込み締切日 

11 富山県 9月26日（火）
富山県防災危機管理センター 

（富山市新総曲輪1番7号） 
9月5日（火）

12 滋賀県 8月10日（木）
滋賀県危機管理センター 

（大津市京町4丁目1番1号） 
7月20日（木）

13 岐阜県 7月10日（月） リモート形式（zoom） 6月19日（月）

14 京都府 10月6日（金）
綾部市I・Tビル 

（綾部市西町1丁目50−1） 
9月15日（金）

15 大阪府 8月28日（月）
エル・おおさか（大阪府立労働センター） 

（大阪市中央区北浜東3-14） 
8月7日（月）

16 岡山県 8月29日（火）
おかやま西川原プラザ 

（岡山市中区西川原255番地） 
8月8日（火）

17 鳥取県 8月21日（月）
国際ファミリープラザ 

（米子市加茂町2丁目180番地） 
7月31日（月）

18 島根県 

8月22日（火）
くにびきメッセ（島根県立産業交流会館） 

（松江市学園南1丁目2-1） 

8月1日（火）

9月4日（月） 8月14日（月）

19 愛媛県 

8月24日（木）
愛媛県県民文化会館 

（松山市道後町2丁目5番1号） 
8月3日（木）

8月25日（金）
八幡浜市文化会館（ゆめみかん） 

（八幡浜市保内町宮内1番耕地118） 

20 福岡県 11月17日（金）
福岡県中小企業振興センター 

（福岡市博多区吉塚本町9-15） 
10月27日（金）

21 佐賀県 

9月6日（水）
佐賀市文化会館 

（佐賀市日の出1丁目21-10） 
8月16日（水）

9月7日（木）
ボートレースからつ 

（唐津市原1116） 

22 長崎県 10月2日（月）
アルカスSASEBO 

（佐世保市三浦町2-3） 
9月11日（月）

23 鹿児島県 

8月7日（月）
SSプラザせんだい 

（薩摩川内市平佐1丁目-18） 
7月14日（金）

8月8日（火）
鹿児島県社会福祉センター 

（鹿児島市鴨池新町1番1号） 

 


